
１．留萌ミナトライオンズクラブより、１２月４
日開催のクリスマスパーティーの案内が来て
おります。私が出席いたします。

・・砂川ＲＣより９月１０月の会報を受領しました。
・・妹背牛ＲＣより会報と１１月例会案内を受領し
ました。

ゲスト
留萌税務署 山本署長様／総務課 植松様

委員会報告 鈴木委員長
先週の例会にてポリオのＤＶＤを見て頂きま
したが、今週と来週の例会にてロータリー財団
並びに米山記念奨学会への寄付を受付いたしま
す。本日山本留萌税務署長さんがいらっしゃて
おりますが、財団・米山に付きましては、いず
れも控除の対象となりますので、安心して寄付
をお願いします。
景気が悪い昨今ではありますが、皆様の善意
が財団の力となりますので、ぜひ協力をお願い
します。

配偶者誕生日

１１月２５日 鵜城 雪子

１１月２７日 渡邊 順子

結婚記念日

１１月２３日 深瀬 晏男

１１月２３日 原田 功

Ｎｏ．２５３６

第２０回 １１月２１日

会員総数………………４３名
出免会員………………１０名
出免出席………………７名
基準会員出席…………２２名
出席率……………７４．３５％

第１７回 １０月３１日

欠席会員………………６名
内メイクアップ………４名
修正出席率………９２．６８％

煙本日

来賓卓話「留萌市立小中学校適正配置計画について」

寺本新教育部長

煙次週予定

年次総会（移動例会）
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・・ロータリー財団月間です 今週と来週に寄付
を集めます よろしくお願いします

鈴木会員
・・結婚記念品ありがとうございました

原谷会員

前 回 ３２７，０００円
今 回 ７，０００円
累 計 ３３４，０００円

「税の役割と税務署の仕事について」

留萌税務署 山本署長様
本日は、留萌
ロータリークラ
ブの皆様の前で
お話をさせてい
ただく機会をい
ただき、ありが
とうございます。
国税庁・税務署では、毎年１１月１１日から１７日
までを「税を考える週間」として、広く国民の
皆様に税の役割や適性・公平な課税と徴収の実
現に向けた様々な取り組みについて紹介してお
ります。本日は「税の役割と税務署の仕事」と
いう題目で、税務署のＰＲも併せてお話をさせ
ていただきたいと思います。

１ 税の役割
年金、医療などの社会保障・福祉や、水道、
道路などの社会資本整備、教育や警察、消防、
防衛といった公的サービスは、私たちの暮らし
に欠かせないものですが、その提供には費用が
かかります。
「税」はこのような公共サービスの費用を賄
うものですが、みんなが互いに支え合い共によ
りよい社会を作っていくための「社会の会費」
であると言えます。

２ 変化する社会・経済の構造
我が国の社会保障制度は、戦後の経済成長に
も支えられて急速に整備が進み、１９６０年代には、
国民皆保険・皆年金といった現行の社会保障制
度の基本的枠組みが整い、世界に誇りうる国民
の共有財産として「支えあう社会」の基盤とな
りました。
しかし、少子高齢化という人口構成の大きな
変化、雇用基盤の変化、家族形態・地域基盤の
変化など、社会保障制度を支える社会や経済情
勢に大きな変化が生じています。
半世紀前には６５歳以上のお年寄り１人を９人
の現役世代で支える「胴上げ」型の社会でした
が、近年は３人で１人の「騎馬戦」型になり、
２０５０年には高齢者１人を１．２人で支える「肩車」
型の社会が到来することが見込まれています。
このように高齢化の進展により、年金、医療、
介護などの給付は、１９９０年では４７兆円であった
ものが、２０１２年には１１０兆円、２０２５年には１４５兆
円へと大幅に増加すると推定されており、支え
手である勤労者世代の減少の中で、社会保障の
安定財源の確保が重要な課題となっています。
また我が国の経済は、１９９０年代初頭のバブル
崩壊以降、総じて伸び悩み状態が続いています
が、グローバル化が進み、人や資本が国境を越
えて活発に動き回るなど国際競争が激しさを増
す中で、経済社会の活力の維持向上といった視
点も欠かせない状況になっています。

３ 国の財政の現状
我が国の財政は、景気の悪化に伴う税収の減
収などにより、歳出が税収を上回る状況が続い
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ています。
一般会計歳出では社会保障関係費（２６．４兆円）、
国債費（２１．９兆円）、地方交付税交付金（１６．６兆
円）の３経費で全体の約７割を占めています。
一般会計歳入では、税収で賄われているのは
５割に満たず、５割弱は公債発行（国の借金）
に頼っています。
２０１２年度末の公債残高は約７０９兆円となる見
込みであり、国民一人当たりでは約５５４万円に
なります。これは、２０１２年度の税収の約１７年分
に相当し、将来世代に大きな負担を残すことに
なります。また、日本の債務残高は、対ＧＤＰ
比でみると、主要先進国の中で最悪の水準と
なっていますが、租税負担と社会保障負担の国
民所得に占める割合である国民負担率は、主要
先進国と比べ日本は低い水準にあります。
仮に日本の財政を月収４０万円の家計に例える
と、４０万円の収入に対して、７８万円の支出で、
差額の３８万円は借金で賄われ、借金・ローン残
高は７，３８２万円となっています。子育て中で、
子供が自立したら支出が少なくなる家計であれ
ばよいのかもしれませんが、今後、ますます支
出が増える家計であれば破綻してしまします。
これ以上、財政赤字が増えていった場合、財
政の硬直化や金利の上昇、世代間の不公平拡大
など様々な要因により、活力ある経済・社会の
実現に大きな足かせとなります。

４ 税制の現状
税は大きく分けると、「所得」に対する税、「消
費」に対する税、「資産等」に対する税があり、

税収は、景気の動向や税制改正の影響により変
動します。
所得税や法人税の税収は景気に左右されやす
い一方、消費税の税収は１０兆円前後で推移して
おり比較的安定しています。
所得税は、これまで行われてきた度重なる税
率構造の累進制の緩和や各種控除の拡充などに
より、個人所得課税の負担は大きく軽減されて
きています。１９８６年当時（昭和６１年）７０％だっ
た最高税率が、現在は４０％となっています。
法人税の基本税率は、グローバル化への対応
と、国際競争力を強化するという観点から、税
率を引き下げてきました。一方、法人税収は、
景気の動向により大きく変動していますが、近
年の企業収益回復時も税率の引き下げなどによ
り、税収自体は大幅に回復しませんでした。ま
た、２００８年度以降は、リーマンショック後の景
気低迷により、税収は大きく落ち込んでいます。
消費税は、社会保障をはじめとする公的サー
ビスの費用をあらゆる世代が広く公平に分かち
合う上で、大きな役割を果たしています。我が
国の消費税率は主要国の中では最低の水準にあ
りますが、諸外国では、消費税（付加価値税）
は基幹税として主要な位置を占めています。
以上の通り、財政や税制の現状についてお話
ししましたが、変化する社会経済の構造の中で、
いかに将来世代へ負担を先送りせず、活力ある
社会を築くことができるか、真剣に考えなけれ
ばならないと思います。

５ 税務署の仕事
国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義
務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことです
が、納税者の方々が申告・納税を「簡単・便
利・スムーズ」に行う事ができるよう、サービ
スの充実にと努めるための各種の取り組みを
行っています。
本日は特に「国税庁ホームページ」と「ｅ－
ＴＡＸ」についてのお話をさせていただきます。
敢 国税庁ホームページ
（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ/ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ）
「Ｗｅｂ－ＴＡＸ－ＴＶ」で国税庁の様々な取
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組や税に関する情報を動画で解説しているほ
か、土地の路線価や法令解釈通達、質疑応答
事例などが閲覧できます。
また、「暮らしの税情報」といったパンフ

レットや「所得税の確定申告の手引」のほか
申告書・各種届出書の様式などを閲覧・印刷
することができます。
「確定申告書等作成コーナー」では、パソコ
ンの画面に従って入力することにより、申告
書等を作成することができます。作成した申
告書等は、このまま送信できますし、印刷し
て税務署へ提出することも可能です。
柑 ｅ－ＴＡＸ～国税電子申告・納税システム
（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｅ－ｔａｘ．ｇｏ．ｊｐ）
所得税、法人税、消費税の申告のほか、法
定調停、所得税徴収高計算書の提出、納税証
明書の交付請求などがｅ－ＴＡＸで行う事が
できます。
また、納税については、「ダイレクト納付」

を利用することで金融機関の窓口に出向くこ
となく納税手続きを行う事ができます。
このダイレクト納付とは、あらかじめ預貯
金口座の情報を記載した「利用届書」を提出
することによりｅ－ＴＡＸを利用して電子申
告などをした後、簡単な操作で、届出をした

預貯金口座からの振替によって納付すること
ができる納付手段です。
さらに、ダイレクト納付は住基カードなど
の「電子証明書」が不要であるなど、これま
での電子納税の利便性に加え、「インター
ネットバンキングの契約が不要」、「即時また
は期日を指定して納付することが可能」、「税
理士が納税者に代わって納付手続を行う事が
可能」といった利便性があります。

皆様は、事業の経営に携わっておられると思
いますが、税理士さんと相談され、所得税、法
人税や消費税の申告、法定調整の提出、納税手
続などに、是非ｅ－ＴＡＸを利用していただき
ますようお願い申し上げます。
また、従業員の方にも、確定申告を作成する
際には、「確定申告書作成コーナー」の利用をお
薦めいただきますよう、お願いいたします。
なお、ご利用にあたって、ご不明な点があり
ましたら、遠慮なく税務署にお問い合わせいた
だきたいと思います。
本日は貴重な時間をいただき、ご静聴ありが
とうございました。

第19回 11月14日（水） 天候/雨
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11月28日（水） 年次総会（移動例会）


